
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
自動ミキシングバルブの水側流入口を給水源へ連通する給水管路へ接続すると共に湯側流
入口を蓄熱槽の蓄熱水管路へ接続し、自動ミキシングバルブの流出口を給湯装置の熱交換
部を通って湯水混合水栓等の水栓機器へ連通する給湯管路へ接続し、蓄熱槽の蓄熱水管路
と自動ミキシングバルブの流出側とを連通接続してバイパス管路を設けると共に、給湯装
置の流出側の給湯管路の途中と浴槽水の循環管路とを連通接続して湯張り管路を設け、前
記給水管路に給水電磁弁を配設し、前記バイパス管路に給湯電磁弁を配設し、前記湯張り
管路に湯張り電磁弁を配設したことを特徴とする温水供給装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、太陽熱温水器や廃熱回収装置で得られた蓄熱水を、湯水混合水栓等の水栓機器
や浴槽の自動湯張り装置の給湯源として用いるようにした温水供給装置に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来では、太陽熱温水器を利用する温水供給装置として、図６に示すものが公知である。
この従来装置の太陽熱温水器１は、給水源からの供給された水を循環ポンプ２で循環させ
、太陽光の熱を受けて受熱部３で熱交換して加熱し、これを放熱部４で放熱させることに
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より、蓄熱槽５内の水を加熱し、蓄熱するものである。蓄熱槽５内の蓄熱水は、蓄熱水管
路６を通じて給湯装置７へ導かれ、更に吐水手段としての湯水混合水栓８へ供給されるよ
うになっている。なお、図６において、９は減圧逆止弁である。
【０００３】
ところが、この従来の太陽熱温水器を利用する温水供給装置では、蓄熱槽５から供給され
る温水の温度が、例えば８０℃程度の高温になることがあり、危険であるのでそのままで
は浴槽への自動湯張り機能を有する給湯設備として利用できないという問題があった。
【０００４】
そのため、従来では、図４に示すように、蓄熱槽５からの蓄熱水管路６と、給水源からの
給水管路１０とを自動ミキシングバルブ１１の流入口側へ接続し、前記蓄熱槽５からの高
温水と給水源からの水とを混合して所定温度の温水とした上で、これを給湯装置１２へ導
くようにした技術が実開平５－２７５４８号公報によって既に明らかである。給湯装置１
２へ供給される混合水の温度は、浴槽１３への湯張り温度である例えば４３℃よりも若干
低い温度である例えば３８℃に設定されている。
【０００５】
従って、この従来の温水供給装置では、高温である蓄熱槽５からの蓄熱水を、給水源から
の水と混合して一旦、３８℃まで低下させており、その後で給湯装置１２で再加熱して４
２℃の温水にしているので、これを浴槽１３の自動湯張りとして利用することが可能であ
る。つまり、蓄熱槽５からの蓄熱水を浴槽１３への自動湯張りへ利用することが可能であ
る。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、前記図４に示す従来の温水供給装置では、太陽熱温水器１の蓄熱槽５に貯溜さ
れた蓄熱水を浴槽１３への自動湯張りのための温水として利用するために、８０℃程度の
高温に加熱された蓄熱槽５の蓄熱水を自動ミキシングバルブ１１で水と混合して３８℃程
度まで低下させ、更に給湯装置１２で湯水混合水栓８での使用に適した温度に再加熱して
いる。そのため、折角、太陽熱を利用して８０℃程度の高温の温水を得たにも拘らず、こ
れをそのまま利用することができず、極めて熱効率の悪いものとなっていた。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明は従来の前記課題に鑑みてこれを改良除去したものであって、太陽熱温水器等の蓄
熱槽の高温水を効率良く利用することのできる温水供給装置を提供せんとするものである
。
【０００８】
而して、前記課題を解決するために本発明が採用した手段は、自動ミキシングバルブの水
側流入口を給水源へ連通する給水管路へ接続すると共に湯側流入口を蓄熱槽の蓄熱水管路
へ接続し、自動ミキシングバルブの流出口を給湯装置の熱交換部を通って湯水混合水栓等
の水栓機器へ連通する給湯管路へ接続し、蓄熱槽の蓄熱水管路と自動ミキシングバルブの
流出側とを連通接続してバイパス管路を設けると共に、給湯装置の流出側の給湯管路の途
中と浴槽水の循環管路とを連通接続して湯張り管路を設け、前記給水管路に給水電磁弁を
配設し、前記バイパス管路に給湯電磁弁を配設し、前記湯張り管路に湯張り電磁弁を配設
したことを特徴とする温水供給装置である。
【０００９】
要するに、この本発明の温水供給装置は、給水電磁弁と、バイパス電磁弁と、湯張り電磁
弁との三つの電磁弁と、一つの自動ミキシングバルブと、給湯装置とから成り、前記三つ
の電磁弁を切り換えることで、浴槽への自動湯張りと、湯水混合水栓等への給湯とを行う
ようにしている。このように、電磁弁を切り換えるだけであり、全体の構成並びに動作を
簡略化することが可能である。また蓄熱槽の高温水をそのまま利用することもでき、熱効
率においても優れている。
【００１０】
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【発明の実施の形態】
以下に、本発明の構成を図面に示す発明の実施の形態に基づいて説明すると次の通りであ
る。なお、従来の場合と同一符号は同一部材である。図１及び図２は本発明の一実施の形
態に係る温水供給装置を示すものであり、図１は自動湯張りのときの全体を示す回路図、
図２は給湯のときの全体を示す回路図である。同図に示す如く、本実施の形態に係る温水
供給装置にあっては、自動ミキシングバルブ１１の水側流入口を給水源へ連通する給水管
路１０へ接続すると共に、湯側流入口を蓄熱槽（図示せず）の蓄熱水管路６へ接続してい
る。そして、自動ミキシングバルブ１１の流出口を給湯装置１４の熱交換部１５を通って
湯水混合水栓等の水栓機器（図示せず）へ連通する給湯管路１６へ接続している。
【００１１】
また蓄熱槽の蓄熱水管路６と自動ミキシングバルブ１１の流出側とを連通接続し、自動ミ
キシングバルブ１１をバイパスするバイパス管路１７を設けている。更に、給湯装置１４
の流出側の給湯管路１６の途中と、浴槽水の循環管路１８とを連通接続して湯張り管路１
９を設けている。前記浴槽水の循環管路１８は、浴槽１３内の浴槽水を循環ポンプ２０で
吸引し、給湯装置１４内の熱交換部１５で熱交換を行った後、浴槽１３へ戻るようにした
管路である。而して、自動ミキシングバルブ１１の水側流入口へ連通する給水管路１０に
は、給水電磁弁２１が配設されており、自動ミキシングバルブ１１をバイパスするバイパ
ス管路１７には給湯電磁弁２２が配設されており、湯張り管路１９には湯張り電磁弁２３
が配設されている。
【００１２】
尚、図１及び図２において、各管路には逆流を防止するチエックバルブ２４ａ～２４ｄと
、温度スイッチとしてのサーミスタ２５ａ～２５ｄと、流れの有無を検知するフローセン
サー２６と、流れを検知してスイッチング動作するフロースイッチ２７と、流量を調節す
る流量調整弁２８と、浴槽水の循環管路１８において浴槽水の流れを検知するフロースイ
ッチ２９と、所望する温度に混合された温水を貯溜するミキシングタンク３０とが配設さ
れている。また給湯装置１４は、バーナー３１を有し、必要に応じて熱交換部１５におい
て、給湯管路１６及び浴槽水の循環管路１８を流れる温水を加熱するようになっている。
３２は送風機である。
【００１３】
次に、このように構成された温水供給装置の動作態様を説明する。先ず、図１に示す浴槽
１３への「自動湯張り」の場合について説明する。なお、同図において、電磁弁２１～２
３の白抜き表示は電磁弁が開となっている状態であり、黒塗り表示は電磁弁が閉となって
いる状態である。この図１に示すように、自動湯張りの場合は、三つの電磁弁２１～２３
のうち、給水電磁弁２１と湯張り電磁２３とが開となっており、給湯電磁弁２２は閉とな
っている。
【００１４】
従って、自動ミキシングバルブ１１の湯側流入口へは、太陽熱温水器の蓄熱槽内に貯溜さ
れている蓄熱水がその供給管路６を通って流入し、また水側流入口へは給水源である水道
水が給水管路１０を通って流入する。そして、この自動ミキシングバルブ１１において、
給湯装置１４で自動湯張りをする場合に設定が可能な最低の湯張り温度、例えば３８℃に
ミキシングされる。ミキシングされた温水は、給湯管路１６により給湯装置１４の熱交換
部１５に案内されてここを通過し、ミキシングタンク３０とフロースイッチ２７との間に
おいて、給湯管路１６から分岐して設けられた湯張り管路１９側へ流れ、更に湯張り電磁
弁２３及びチエックバルブ２４ｄを経て浴槽水の循環管路１８へ流入する。そして、この
浴槽水循環管路１８を通って浴槽１３内へ供給される。水量は、フローセンサー２６によ
って計測され、予め設定された流量が浴槽１３内へ供給された時点で給水電磁弁２１及び
湯張り電磁弁２３を閉状態へ切り換えることによって自動湯張りを停止する。
【００１５】
次に、「給湯」の場合を説明する。この場合は、給水電磁弁２１と湯張り電磁弁２３とを
閉にし、給湯電磁弁２２のみを開にする。これにより、太陽熱温水器の蓄熱槽内に貯溜さ
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れている蓄熱水がその供給管路６からバイパス管路１７側へ流れ、給湯電磁弁２２及びチ
エックバルブ２４ｃを経て給湯管路１６へ流入する。そして、給湯装置１４内の熱交換部
１５を通過し、更にフロースイッチ２７を通って湯水混合水栓等の水栓機器（図示せず）
から吐出される。
【００１６】
このとき、太陽熱温水器の蓄熱槽内に貯溜されている蓄熱水の温度が、水栓機器で使用し
ようとする温水の設定温度よりも低い場合は、給湯装置１４のバーナー３１を点火させ、
送風機３２を駆動させて熱交換部１５を通過するときに温風加熱により、設定温度又はそ
れ以上の高温になるように加熱している。また蓄熱水の温度が水栓機器で使用しようとす
る温水の設定温度よりも高い場合は、バーナー３１及び送風機３２は停止したままであり
、高温の蓄熱水がそのまま水栓機器へ供給されて吐出されるようになっている。つまり、
太陽熱温水器の蓄熱槽内に貯溜されている蓄熱水が高温の場合は、そのままこれを利用し
て水栓機器から給湯することが可能である。
【００１７】
なお、本発明は前述した実施の形態に限定されるものではなく、適宜の変更が可能である
。例えば、蓄熱槽の蓄熱水は、太陽熱温水器の太陽光熱を利用したものに限らず、各種産
業における廃熱を利用するものであってもよい。
【００１８】
【発明の効果】
以上説明したように本発明にあっては、太陽熱温水器等の蓄熱槽の蓄熱水と水道水等の給
水とを自動ミキシングバルブでミキシングし、これを給湯装置の熱交換部を経て浴槽水の
循環管路へ供給し、浴槽への自動湯張りを行うようにしている。また前記蓄熱水を自動ミ
キシングバルブをバイパスさせ、給湯装置の熱交換部を経て水栓機器へ直接に供給するよ
うにしている。しかも、これらの流路の切り換えを三つの電磁弁を開閉制御するだけで行
っている。
【００１９】
従って、温水供給装置の全体の回路構成並びにその制御を極めて簡略化することが可能で
あり、また蓄熱槽内に貯溜された高温の蓄熱水をそのまま利用することもでき、従来のよ
うに高温の蓄熱水の温度を一旦低下させて、更に再加熱してその温度を上げる等の必要が
なく、熱効率においても優れている。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態に係るものであり、自動湯張りの場合の全体の配管回路を
示す図面である。
【図２】本発明の一実施の形態に係るものであり、給湯の場合の全体の配管回路を示す図
面である。
【図３】従来の温水供給装置の一例を示す全体の配管回路を示す図面である。
【図４】従来の温水供給装置の別の例を示す全体の配管回路を示す図面である。
【符号の説明】
１…太陽熱温水器
３…受熱部
４…放熱部
５…蓄熱槽
６…蓄熱水管路
８…湯水混合水栓
１０…給水管路
１１…自動ミキシングバルブ
１３…浴槽
１４…給湯装置
１５…熱交換部
１６…給湯管路
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１７…バイパス管路
１８…浴槽水の循環管路
１９…湯張り管路
２１…給水電磁弁
２２…給湯電磁弁
２３…湯張り電磁弁

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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